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通知書 

介護保険料特別徴収変更（決定）通知書 

介護保険料納入通知書 

介護保険給付費通知 

国民健康保険料決定通知書 

後期高齢者医療決定通知書 

国民健康保険医療費通知 

固定資産税都市計画納税通知書 

〔当初〕個人市民税・県民税納税通知書（普通徴収） 

〔月例〕個人市民税・県民税納税通知書（過年度を含む） 

軽自動車税納税通知書 

軽自動車税減免継続申請書 

軽自動車税減免決定通知書 

〔当初〕市民税・県民税申告書 

〔呼出〕市民税・県民税申告書 

使用水量等のお知らせ 

 １ 利用手続  

   情報等一部を点字・拡大文字でのお知らせを希望される視覚障害者は、「公文書

点字・拡大文字サービス申請書（様式１）」を市長に提出する。 

   申請書は、代筆者が代筆することも可能だが、代筆者等がいない場合は、電話に

おいて本人の許可をとり職員が代筆することも可能とする。 

 ２ 登録・リスト作成 

   障害保健福祉課において申請者の登録リストを作成する。 

 ３ 情報提供 

   障害保健福祉課は公文書に係る事務を所管する課（以下「文書所管課」という。）

に対し、対象者の抽出に関して必要な情報（申請者リスト）の提供を行うものと

する。 
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 ４ 対象者の抽出・要約 

   文書所管課において抽出を行う。また、抽出された対象者への通知内容を文書所

管課で必要に応じて要約する。 

 ５ 点字化等 

文書所管課から障害保健福祉課へ通知文を提供する。障害保健福祉課は、提供さ

れた通知文の点字化、拡大文字化を行う。 

 ６ 発送 


